
諮問第 16 号  

 

宇治都市計画区域区分の変更について  

 

 

宇治都市計画区域区分の変更について、都市計画法第 15 条の 2

第 1 項の規定により、都市計画の案となるべき事項を、別紙計画書

のとおり京都府へ申し出ることを諮問するものとする。  

 

 

令和 5 年 11 月 20 日提出  

 

                  宇治市長 松村 淳子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 
宇治都市計画区域区分の変更 

 
 
 

計 画 書（原案） 
 
 
 
 
 
 
 

宇治市 
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宇治都市計画区域区分の変更 
 
 
都市計画区域区分を次のとおり変更する 
 
１ 市街化区域と市街化調整区域の区分 
 「計画図表示のとおり」 
 

２ 変更箇所概要  

  

図面番号 
所在地 

（地区名） 

面積 

（ha） 

編入/逆線/

保留の別 
土地利用 変更の理由 

宇治市-１ 

五ケ庄戸ノ

内地内 

(五 ケ 庄 戸

ノ内地区) 

0.04 逆線 農用地 

土地利用の現状や

将来の見通しを考

慮し、区域区分を

変更する。 

宇治市-２ 

槇島町石橋

地内 

（槇島町石

橋地区） 

6.9 編入 医療・福祉施設 

地区計画と民間開

発事業により、既

に市街地整備済み

のため、区域区分

を変更する。 

宇治市-３ 

安田町鵜飼

田他地内 

（安田町鵜

飼田地区） 

20.3 保留 工業 

地区計画と民間開

発事業による市街

地整備を計画中の

ため、区域区分の

変更を保留する地

区とする。 

計  逆線：0.04 

編入：6.9 

保留：20.3 
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宇治市区域区分変更（案）総括図 

宇治市－１ 
（逆線） 

宇治市－2 
（編入） 

宇治市－3 
（保留） 
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市街化区域

市街化調整区域

宇治都市計画（宇治市）

区域区分変更（案）計画図

宇治市-1 五ケ庄戸ノ内地区
縮尺1:2,500

変更前 変更後

市街化区域 市街化調整区域

宇治市－１

凡例

変更区域
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市街化調整区域

市街化区域

宇治都市計画（宇治市）

区域区分変更（案）計画図

宇治市-2 槇島町石橋地区
縮尺1:2,500

変更前 変更後

市街化調整区域 市街化区域

宇治市－２

凡例

変更区域
道
路
中
心
界
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